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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　真空室内にプラズマを発生させる第１の高周波源と、試料を静電吸着させる静電吸着電
極を包含する誘電体膜を上部に備えた試料台と、前記試料台上の試料に高周波バイアス電
力を印加する第２の高周波源と、静電吸着電圧を前記誘電体膜内の電極に印加する直流電
源とを有するプラズマ処理装置のプラズマ処理方法において、
前記真空処理室内のプラズマに曝される内壁表面を絶縁性部材で取り囲み、
前記プラズマのプラズマ電位の上昇を抑制するために、前記静電吸着電圧を前記高周波バ
イアス電力のピークトゥーピーク電圧（peak　to　peak）をモニタし、その４分の１から
２分の１の電位分負側に移行させることを特徴とするプラズマ処理方法。
【請求項２】
　請求項１記載のプラズマ処理方法において、
前記静電吸着電圧の移行を、前記高周波バイアス電力のピークトゥーピーク電圧のモニタ
による結果、またはあらかじめわかっているピークトゥーピーク電圧の予想値に応じた、
移行電圧のレシピ設定により行うことを特徴するプラズマ処理方法。
【請求項３】
　請求項１又は請求項２記載のプラズマ処理方法において、
試料台に配置した静電吸着電極は、モノポール方式またはダイポール方式のいずれかであ
ることを特徴とするプラズマ処理方法。
【請求項４】
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　請求項３記載のプラズマ処理方法において、
試料台に配置した静電吸着電極は、静電吸着電極がダイポール方式であるときに、静電吸
着電圧を双極ともにマイナス側に５０～５００Ｖずらすことを特徴とするプラズマ処理方
法。
【請求項５】
　請求項１記載のプラズマ処理方法において、
プラズマ処理装置内のプラズマを取り囲む面を絶縁性部材と一部導電性部材で取り囲んだ
ことを特徴とするプラズマ処理方法。
【請求項６】
　真空処理室内にプラズマを発生させる第１の高周波源と、試料を静電吸着させる静電吸
着電極を包含する誘電体膜を上部に備えた試料台と、前記試料台上の試料に高周波バイア
ス電力を印加する第２の高周波源と、静電吸着電圧を前記誘電体膜内の電極に印加する直
流電源とを有するプラズマ処理装置において、
前記真空処理室内のプラズマに曝される内壁表面を絶縁性部材で取り囲んで構成し、前記
プラズマのプラズマ電位の上昇を抑制するために、前記静電吸着電圧を負側に変化させる
制御手段を備え、
前記制御手段が、静電吸着電圧を前記高周波バイアス電力のピークトゥーピーク電圧をモ
ニタし、その４分の１から２分の１の電位分負側に移行するよう制御する手段であること
を特徴とするプラズマ処理装置。
【請求項７】
　請求項６記載のプラズマ処理装置において、
前記制御手段が、前記静電吸着電圧の移行を、前記高周波バイアス電力のピークトゥーピ
ーク電圧のモニタによる結果、またはあらかじめわかっているピークトゥーピーク電圧の
予想値に応じた、移行電圧のレシピ設定により行う手段であることを特徴するプラズマ処
理装置。
【請求項８】
　請求項６または請求項７記載のプラズマ処理装置において、前記静電吸着電極は、モノ
ポール方式またはダイポール方式のいずれかであることを特徴とするプラズマ処理装置。
【請求項９】
　請求項８項記載のプラズマ処理装置において、前記制御手段が、静電吸着電極がダイポ
ール方式であるときに、静電吸着電圧を双極ともにマイナス側に５０～５００Ｖずらすよ
うに制御する手段であることを特徴とするプラズマ処理装置。
【請求項１０】
　請求項６記載のプラズマ処理装置において、プラズマ処理装置内のプラズマを取り囲む
面を絶縁性部材と一部導電性部材で取り囲んだことを特徴とするプラズマ処理装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、プラズマエッチング装置等のプラズマを利用した半導体表面処理装置で、プ
ラズマ電位の上昇による、前記半導体表面処理装置の真空処理室内壁へのダメージを抑制
するのに好適な試料のプラズマ処理方法およびプラズマ処理装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　静電気を利用して物体を保持する方法は、特に半導体製造装置のウェハの搬送や各処理
プロセス中のウェハの固定に使用されている。静電気力を用いる方法では、クランプ等に
よる機械的な保持方法に対して、接触によるウェハの汚染が無い、ウェハ裏面全面で吸着
するので、ウェハの温度制御が容易になる、等の利点がある。以上に示すように、静電吸
着は、ウェハの保持方法として有利な点が多いために、特に、ドライエッチャやＣＶＤと
いった装置内のウェハ処理電極として広く利用されている。一般に、静電吸着方式として
は、通常１つの電極に吸着電圧を印加するモノポール（単極）方式と、２つ以上の電極を
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設け、一般的に異なる極性の吸着電圧を印加するダイポール（双極）方式がある。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　前記の従来技術を用いて、たとえば、半導体ウェハをプラズマエッチングする処置装置
の場合、次のような課題がある。近年被処理デバイスの高微細化に伴って処理プラズマに
混入する微量重金属を極力排除する必要が生じており、従来のＳＵＳ等の導電性部材に代
わって、高純度石英やアルミナセラミックス、あるいは表面を陽極酸化したアルミ等の表
面絶縁性部材が多用される。すなわち、多くの場合、プラズマにさらされる処理室の内壁
表面は耐プラズマ性の高い絶縁体材料で覆われており、処理室内のプラズマは直流的には
ほぼフローティングの状態となっている。このような環境下で静電吸着のために半導体ウ
ェハを搭載する電極にたとえば正の吸着電圧を印加し、半導体ウェハの処理のためのプラ
ズマを発生させると、電極表面の誘電体膜および半導体ウェハを経由して、プラズマに直
流の微少なリーク電流が流れこみ（プラズマから電子が流出し）その結果、プラズマがさ
らに正の電位にチャージアップしていく。
【０００４】
　上記リーク電流値に関しては様々な因子があるが、ウェハ表面の電位（プラズマからの
電子の入射により負側にチャージしている）と、静電吸着電源の出力側電位、との電位差
に大きく依存することがわかっている。上記リーク電流によりプラズマの正へのチャージ
アップが進行し、プラズマ電位が一定のレベルよりも高くなると、たとえば処理室内壁の
表面の一部、とくに陽極酸化されたアルミ部材の表面で、処理室内壁表面の絶縁体層の絶
縁破壊に伴うスパーク状の異常放電が発生する場合がある。このような異常放電はプラズ
マの放電安定性に影響を与えるほか、異常放電によって飛散された金属粒子が半導体ウェ
ハのデバイス欠陥の増加や金属汚染につながることがある。
【０００５】
　上述の現象は、モノポール方式で正の吸着電圧を印加した場合の例であるが、ダイポー
ル方式の場合は、たとえば電気的に分離された２つの電極にそれぞれ極性の異なる電圧（
たとえば＋５００Ｖと－５００Ｖ）を印加して静電吸着を行っており、モノポール方式と
同様に正電圧側電極からプラズマへのリーク電流が発生する。このとき、モノポール方式
の場合と同様にプラズマからの電子供給によりウェハ表面は負にチャージしており、プラ
ズマからウェハ、誘電体層を経由して負側電極に流れ出るリーク電流値は、正側電極から
プラズマに流れ込むリーク電流値よりも小さく、プラズマの正電位へのチャージアップが
進行しプラズマ電位が上昇した結果、チャンバ内壁表面の絶縁体層の絶縁破壊等に至る。
【０００６】
　本発明の目的は、上記のプラズマ電位の過剰な上昇による、チャンバ処理室へのダメー
ジを抑制できる試料の処理方法および処理装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的は、真空室内にプラズマを発生させるとともに、前記プラズマによって試料を
処理するプラズマ処理装置で、試料台に配置した前記試料をモノポール方式もしくはダイ
ポール方式で前記試料台に静電吸着させる装置において、前記プラズマのプラズマ電位の
上昇を抑制するために、前記静電吸着の電圧をシフトさせることで、達成される。
【０００８】
　すなわち、本発明は、真空室内にプラズマを発生させる第１の高周波源と、試料に高周
波バイアス電力を印加する第２の高周波源と、前記試料を静電吸着させる静電吸着電極を
有する試料台と、静電吸着電圧を前記電極に印加する直流電源とを有するプラズマ処理装
置のプラズマ処理方法において、前記プラズマのプラズマ電位の上昇を抑制するために、
前記静電吸着電圧を負側に変化させることを特徴とする。さらに、本発明は、このプラズ
マ処理方法において、静電吸着電圧を前記高周波バイアス電力のピークトゥーピーク電圧
（ｐｅａｋ　ｔｏ　ｐｅａｋ）をモニタし、その４分の１から２分の１の電位分負側に移
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行することを特徴とする。また、本発明は、上記プラズマ処理方法において、前記静電吸
着電圧の移行を、前記高周波バイアス電力のピークトゥーピーク電圧のモニタによる結果
、またはあらかじめわかっているピークトゥーピーク電圧の予想値に応じた、移行電圧の
レシピ設定により行うことを特徴する。また、本発明は、上記プラズマ処理方法において
、試料台に配置した静電吸着電極は、モノポール方式またはダイポール方式のいずれかで
あることを特徴とし、静電吸着電極がダイポール方式であるときに、静電吸着電圧を双極
ともにマイナス側に５０～５００Ｖずらすことを特徴とする。また、本発明は、上記プラ
ズマ処理方法において、プラズマ処理装置内のプラズマを取り囲む面を、絶縁性部材で取
り囲むか、絶縁性部材と一部導電性部材で取り囲んだことを特徴とする。
【０００９】
　本発明は、真空室内にプラズマを発生させる第１の高周波源と、試料に高周波バイアス
電力を印加する第２の高周波源と、前記試料を静電吸着させる静電吸着電極を有する試料
台と、静電吸着電圧を前記電極に印加する直流電源とを有するプラズマ処理装置において
、前記プラズマのプラズマ電位の上昇を抑制するために、前記静電吸着電圧を負側に変化
させる制御手段を備えた。また、本発明は、前記制御手段が、静電吸着電圧を前記高周波
バイアス電力のピークトゥーピーク電圧をモニタし、そのピークトゥーピーク電圧の４分
の１から２分の１の電位分負側に移行するよう制御する手段であり、前記静電吸着電圧の
移行を、前記高周波バイアス電力のピークトゥーピーク電圧のモニタによる結果、または
あらかじめわかっているピークトゥーピーク電圧の予想値に応じた、移行電圧のレシピ設
定により行う手段とした。さらに、本発明は、上記プラズマ処理装置において、前記静電
吸着電極は、モノポール方式またはダイポール方式のいずれかであり、静電吸着電極がダ
イポール方式であるときに、前記制御手段が、静電吸着電圧を双極ともにマイナス側に５
０～５００Ｖずらすように制御する手段であることを特徴とする。また、本発明は、上記
プラズマ処理装置において、プラズマ処理装置内のプラズマを取り囲む面を絶縁性部材で
取り囲むか、絶縁性部材と一部導電性部材で取り囲んだことを特徴とする。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　以下、本発明にかかるプラズマ処理装置および処理方法を図１～図８を用いて説明する
。図１は、本発明の第１の実施例を適用するプラズマ処理装置のプラズマ生成部の詳細を
示した図である。本実施例は、プラズマを生成する手段として誘導アンテナを有する誘導
結合プラズマの例を示す。なお、本実施例で述べる発明は、プラズマを生成する手段が誘
導結合プラズマ生成手段であっても、有磁場マイクロ波プラズマ等他の一般に用いられる
プラズマ生成手段であっても良い。
【００１１】
　このプラズマ処理装置は、高周波電源１０１から、マッチングボックス（同軸ケーブル
）１０２およびアンテナ１０３ならびに誘導結合窓（たとえば石英平板）１０４を介して
真空容器１１０に高周波が導入される。真空容器１１０の廻りは、石英またはアルミナも
しくは陽極酸化されたアルミ部材の円筒１１１で覆い、その内側には表面に誘電体膜を溶
射した金属もしくは陽極酸化された金属のアース電極１１２がある。誘導結合窓１０４か
ら真空容器内に入った高周波は、誘導結合作用を通じてプラズマ１０６を発生させる構造
となっている。たとえば、φ２００ｍｍまたはφ３００ｍｍの試料１０７は、試料台１０
８上に設置され、直流電源１１３により電極１１４に印加された直流電圧により誘電膜１
０９とともに静電吸着される。誘電膜１０９および試料１０７を静電吸着する試料台は、
いわゆるモノポール方式の静電吸着型試料台となっている。前記試料台１０８には、連続
的もしくは周期的にオン・オフできる高周波電源１１５と、前記試料台１０８の温度調整
のための熱媒体温度コントローラ１１６が接続されている。また、真空容器１１０の下部
には覗き窓１１７がありプラズマの放電状態を観察できる。
【００１２】
　上述のエッチング装置を用いて、静電吸着電圧とプラズマ電位の相関について実験を行
い調査した。このとき、プラズマ電位をＤＣプローブによって測定し、正の直流電源１１
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３により電極１１４に印加する電圧を調査したところ、図２のように、電極１１４に印加
する電圧が大きい場合、プラズマ電位が上昇することが判った。また、同時に真空容器内
を覗き窓１１７より観察したところ、プラズマ電位が５０Ｖ以上の領域で異常放電が発生
しやすいことが判った。
【００１３】
　次に、試料台１０８に印加する高周波電源１１５のパワー（ピークトゥーピーク電圧）
を可変とし、高周波電源１１５のピークトゥーピーク電圧に対するプラズマ電位を測定し
た。先に述べたように、リーク電流値はウェハ表面電位に依存するが、ウェハ表面の電位
は上記ピークトゥーピーク電圧に大きく依存するため、ピークトゥーピーク電圧が変わる
ことによって、リーク電流値さらにはプラズマ電位が変わる。測定の結果、図３に示すよ
うに、ピークトゥーピーク電圧が大きい程プラズマ電位が高くなる傾向があることが判っ
た。図３から判るように、ピークトゥーピーク電圧の値により、プラズマ電位の上昇によ
る異常放電を抑制するためすなわちプラズマ電位の上昇を抑制するための適正な吸着電圧
値が異なる。
【００１４】
　実験から、基準の吸着電圧に対してピークトゥーピーク電圧値の約４分の１から２分の
１程度、吸着電圧値を負側にシフトさせれば、十分なマージンを確保しつつ、プラズマ電
位が５０Ｖをこえず、異常放電が発生しないように出来ることを見出した。たとえば、基
準の吸着電圧が＋５００Ｖでピークトゥーピーク電圧が６００Ｖの場合、吸着電圧を２０
０Ｖ負側にシフトさせて、＋３００Ｖとした。また、上記の装置において、ピークトゥー
ピーク電圧に対して吸着電圧を変更することの出来る制御回路を設けることで、自動的に
異常放電を抑制することが出来る。
【００１５】
　上述の現象は、次のようなメカニズムで起こると考えられる。静電吸着をするために電
極に印加する直流電位によって、試料１０７とプラズマ１０６との間に０．１～１ｍＡ程
度の直流電流が流れようとするが、プラズマ処理室内が絶縁性の容器で構成されている場
合、その直流電流をアース側で十分吸収できず、プラズマ電位が上昇に至る。処理室内の
壁のうち、陽極酸化されたアルミのような比較的薄い絶縁性部材がある場合、薄い絶縁性
部材には、プラズマ電位とアース電位（通常０Ｖ）との差電圧がかかり、強い電界強度が
絶縁性部材にかかる。たとえば、プラズマ電位が８０Ｖ、絶縁性部材の厚みが２０μｍで
あったとすると、部材には４×１０６Ｖ／ｍの電界強度となり、絶縁破壊に至るため異常
放電として観察されると考えられる。
【００１６】
　このプラズマ電位の上昇を回避するには、電極１１４から流れようとする直流電流の大
きさを抑制すればよい。高周波電源によって試料にバイアス電圧かけるときには、試料表
面は、直流的に負電圧側に沈み込むことが知られており、発明者らは、この沈み込みがピ
ークトゥーピーク電圧の約１／４から１／２程度であることを見出した。この沈み込み量
は、アース電極１１２の実効的な面積や電源周波数等の要因によって異なる。電極を流れ
る直流電流はこの負に沈み込んだ試料表面電圧と試料台にかける直流電圧との差によって
決まるので、この差を小さくするようにすれば良いことに思い至った。装置の構造、方式
等によって適正な値が異なるが、本手法を用いて所望の値の直流電圧を差し引いて印加す
ればよい。この場合、試料表面は、負側に沈み込んでいるので、静電吸着電極に印加する
直流電圧をさし引いても、十分な吸着力を得ることができる。
【００１７】
　したがって、本発明では、自動的にピークトゥーピーク電圧を検出し、それの１／４～
１／２の電圧を、元の直流電圧値からさし引いて印加するような制御回路を設ける、ある
いは、あらかじめわかっているピークトゥーピーク電圧の予想値に応じた静電吸着電圧を
、エッチング各ステップでレシピ設定することで、異常放電を回避する。
【００１８】
　次に、本発明の第２の実施例を述べる。図４は、本発明を適用するプラズマ処理装置の
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プラズマ生成部の詳細を示した図である。本実施例では、プラズマを生成する手段として
は、図１に示したものと同一である。また、図１に示したものとは、静電吸着用として試
料台１０８に設ける電極１１４が、内電極１１４Ａと外電極１１４Ｂとに分けられるとと
もに直流電源１１３Ａ及び直流電源１１３Ｂからそれぞれ異なる向きの直流電圧が印加さ
れている点で相違している。たとえば、φ２００ｍｍまたはφ３００ｍｍの試料１０７は
、試料台１０８上に設置され、直流電源１１３Ａにより内電極１１４Ａに印加された正の
直流電圧と、直流電源１１３Ｂにより外電極１１４Ｂに印加された負の直流電圧により誘
電膜１０９と前記試料１０７を静電吸着しているいわゆるダイポール方式の静電吸着型試
料台となっている。前記試料台１０８には高周波電源１１５と試料１０８の温度調整のた
めの熱媒体温度コントローラ１１６が接続されている点は図１と同じである。
【００１９】
　上述のエッチング装置を用いて、静電吸着電圧とプラズマ電位の相関について実験を行
い調査した。本評価では、真空容器１１０内にＨＢｒとＯ２ガスを導入し、高周波電源１
０１のパワーを５００Ｗ、試料台に印加する高周波電源１１５のパワーは３５Ｗとした。
このとき、プラズマ電位をＤＣプローブを用いて測定し、正の直流電源１１３Ａにより内
電極１１４Ａに印加する電圧と、負の直流電源１１３Ｂにより外電極１１４Ｂに印加する
電圧との関係を調査したところ、図５のように内電極１１４Ａに印加する電圧が大きい場
合と外電極１１４Ｂに印加する電圧の絶対値が小さい程、プラズマ電位が上昇することが
判った。また、同時に真空容器内を覗き窓１１７より観察したところ、プラズマ電位が５
０Ｖ以上の領域で異常放電が発生しやすいことが判った。
【００２０】
　次に、試料台１０８に印加する高周波電源１１５のパワー（ピークトゥーピーク電圧）
を可変し、高周波電源１１５のピークトゥーピーク電圧に対するプラズマ電位を測定した
。測定の結果、図６に示すように、ピークトゥーピーク電圧が大きい程プラズマ電位が高
くなる傾向があることが判った。図６から判るように、ピークトゥーピーク電圧の値によ
り、プラズマ電位の上昇による異常放電を抑制するためすなわちプラズマ電位の上昇を抑
制するための適正な吸着電圧値が異なる。実験から、基準の吸着電圧に対してピークトゥ
ーピーク電圧値の約３分の１程度、吸着電圧値を負側にシフトさせれば、十分なマージン
を確保しつつ、プラズマ電位が５０Ｖをこえず、異常放電が発生しないことが判った。た
とえば、基準の吸着電圧が内側：＋５００Ｖ、外側：－５００Ｖでピークトゥーピーク電
圧が６００Ｖの場合、吸着電圧を２００Ｖ負側にシフトさせて、内側：＋３００Ｖ、外側
：－７００Ｖとした。
【００２１】
　また、上記の装置において、ピークトゥーピーク電圧に対して正および負の吸着電圧を
変更することの出来る制御回路を設け、異常放電抑制の実験を行った。本評価では、真空
容器１１０内にＨＢｒとＯ２ガスを導入し、高周波電源１０１のパワーを５００Ｗ、試料
台に印加する高周波電源１１５のパワーを増加し、ピークトゥーピーク電圧が、約５００
Ｖから１０００Ｖの範囲で増加するようにして、異常放電の有無を覗き窓１１７より観察
した。その結果、放電開始直後のピークトゥーピーク電圧値の４分の１から２分の１、静
電吸着電圧をマイナス側にシフトさせることで上記ピークトゥーピーク電圧の範囲で異常
放電の発生は観られなかった。
【００２２】
　次に、本発明の第３の実施例を述べる。図７は、本発明の第３の実施例を適用するプラ
ズマ処理装置のプラズマ生成部の詳細を示した図である。本実施例は、プラズマを生成す
る手段としては、図１あるいは図４に示したものと同一である。たとえば、φ２００ｍｍ
またはφ３００ｍｍの試料１０７を載置する試料台１０８は、図１あるいは図４で述べた
モノポール型あるいはダイポール型の電極を有している。
【００２３】
　第３の実施例では、真空容器（リアクタ）１１０内部に直流的に導通可能な導電性部材
を配することを特徴とする。この導電性部材は、Ｃｌ２やＨＢｒ、ＣＦ４等の腐食性ガス
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プラズマ下で耐食性を有し、かつ重金属汚染を発生させない部材である必要がある。本実
施例では、たとえばＳｉＣ焼結セラミックスをリング状に配した導電性部材１０００をリ
アクタ下部に配している。
【００２４】
　導電性部材１０００の設置場所は、プラズマの密度の比較的高い場所である必要があり
、極端なリアクタ下部のようなプラズマが届いていない場所は適切ではない。部材の面積
は、プラズマ１０６からのリーク電流を処理するのに十分な面積が必要であり、実験的に
は５０ｃｍ２以上必要である。導電性部材１０００の抵抗率は、１ＫΩ以下であれば良く
、良導体である必要は無い。
【００２５】
　図８に示すように、導電性部材１０００をリアクタ内に導入した場合の実験を実施した
。導電性部材を導入した場合、導入しない場合に比べて、静電吸着電圧をいかなる値で運
転しても、異常放電を引き起こすプラズマ電位には至らないことがわかる。
【００２６】
　尚、本実施例ではＨＢｒとＯ２のガスによる誘導結合プラズマ処理装置を例にとって説
明したが、本技術は、プラズマのガス種や放電方式を問わず、反応性イオンエッチング、
マグネトロンエッチング、誘導結合型プラズマエッチング等の処理装置にも応用可能であ
ることは言うまでもない。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】本発明の第１の実施例のプラズマ処理装置の詳細を示した図。
【図２】図１の装置において測定された吸着電圧に対するプラズマ電位の測定例を示す図
。
【図３】図１の装置において測定されたピークトゥーピーク電圧に対するプラズマ電位の
測定例を示す図。
【図４】本発明の第２の実施例のプラズマ処理装置の詳細を示した図。
【図５】図４の装置において測定された外吸着電圧をパラメータにした内電極電圧に対す
るプラズマ電位の測定例を示す図。
【図６】図４の装置において測定された内電極と外電極の印加電圧をパラメータにしたピ
ークトゥーピーク電圧に対するプラズマ電位の測定例を示す図。
【図７】本発明の第３の実施例のプラズマ処理装置の詳細を示した図。
【図８】図６の装置において測定された吸着電圧に対するプラズマ電位の測定例を示す図
。
【符号の説明】
【００２８】
１０１…高周波電源、１０２…マッチングボックス、１０３…アンテナ、１０４…誘導結
合窓、１０６…プラズマ、１０７…試料、１０８…試料台、１０９…誘電膜、１１０…真
空容器、１１１…円筒、１１２…アース電極、１１３…直流電源、１１３Ａ…内側直流電
源、１１３Ｂ…外側直流電源、１１４…電極、１１４Ａ…内電極、１１４Ｂ…外電極、１
１５…バイアス用高周波電源、１１６…熱媒体温度コントローラ、１１７…覗き窓、１０
０００－導電性部材
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